
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改 訂 概 要 版） 

  １．計画の概要 
 
■背景と目的 

 近年、人口減少や少子高齢化の進行により空き

家等が増加し続けており、これに伴い、適正に管理

されていない空き家等が多岐にわたる深刻な問題

を引き起こしており、早急な対策の実施が求めら

れています。そこで、平成 26 年 12 月に「弘前市

空き家等の活用、適正管理等に関する条例」を施行

し、空き家等の問題解決に向けて取り組んできま

した。また、平成 27 年 5 月に「空家等対策の推

進に関する特別措置法（以下、特措法）」が完全施

行されました。 

これらを踏まえ、国・県・市、専門家等の関係団

体や地域住民が相互に連携し、空き家の解消に向

けた取り組みを総合的かつ計画的に実施すること

により、安心・安全に暮らせる生活環境を確保する

ことを目的として、空き家等対策計画（以下、本計

画）を策定しました。 

■計画の位置づけ 

 

■計画期間 

 

■対象地区 

 

■対象とする空き家等 

平成３０年度から令和８年度までの９年間とし

ます。 

対象地区は弘前市全域とします。 

本計画は、特措法第 6 条第 1 項に基づき策定

したものです。本計画は、最上位計画である弘前

市総合計画の下に位置づけるとともに、「弘前市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」などの各種計

画と連携を図りながら、空き家等対策に取り組み

ます。 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針 

・弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例 

弘前市空き家等対策計画 
（計画期間９年） 

弘前市総合計画 

関連計画（弘前市） 

・まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

・都市計画マスタープ

ラン 

・立地適正化計画 

・景観計画   など 

・空き家等実態調査 

・所有者意向調査 

反映 

 

連携 

 

根拠 

 

 本計画の対象とする空き家等は、原則として特措法第 2 条第 1 項で規定される「空家等」とします。 

ただし、空き家等の発生予防のための取組みについては、「空家等」に該当しない住宅も対象とします。 
なお、空き家等のうち、「特定空家等」については、地域の安全と快適な生活環境を早期に確保する必

要があることから、危険度や緊急度、地域の要望などに応じて優先的に対策を進めていくこととします。 
 
 「空家等」とは 

 

「特定空家等」とは 

 建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされてい

ないことが常態であるもの及びその敷

地（立木その他の土地に定着するもの

を含む。）をいいます。ただし、国又は

地方公共団体が所有し、又は管理する

ものは除きます。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なって

いる状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適

切である状態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ２．空き家等の現状と課題 
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■人口 

 

出典：国勢調査各年 

 

出典：国勢調査各年 

 

・人口は減少傾向で推移しています。 

・一方、65 歳以上の高齢者が占める割合は増加

傾向にあり、少子高齢化が進展しています。 

・高齢化の進展に合わせて、高齢者世帯が増加し

ており、今後の空き家等の増加などが懸念され

ます。 

■高齢者世帯 

 

■空き家等の件数と空き家率 

 ・市が実施した空き家等実態調査の結果、市内に

は 2,546 件の空き家等が確認されました。 

・住宅・土地統計調査（総務省）の結果によれば、

全国の空き家数は平成 30 年には 347 万 4

千戸、空き家率は 5.6％と、増加の一途をたど

っています。株式会社 野村総合研究所の将来

予測によれば、令和 15 年の空き家数は 785

万戸、空き家率は 11.0％へと上昇する見込み

となっています。 

■空き家等所有者への意向調査結果 

 ・入居者の死亡や施設への入所を契機に空き家

等となっているものが多い状況です。 

・所有者の約 8 割が 60 代以上で、経済的・身

体的に自力での維持管理ができなくなってい

ます。 

・遠方居住で維持管理が困難となっています。 

・所有者の約２割の方が、空き家の今後の予定が

決まっていない状況です。 

１．所有者の意識 
放置空き家等に関する問題意識や、所有者に対する建物の

管理責任を啓発・醸成していくことが必要です。 

２．空き家等の適正管理 
高齢者や遠方居住者、経済的困窮者など、自力での管理が

困難な方への支援が必要です。 

３．管理不全な空き家等 

管理不全な空き家等の改善・解消に向けた実効的な措置や

取り組みが必要です。緊急を要する危険な空き家等につい

ては、早期に危険を改善・解消し、地域の安全を確保する

必要があります。 

４．空き家や跡地の利活用 
空き家・空き地バンクや移住・定住促進などを通じて、空

き家等を積極的に活用するための取り組みが必要です。 

５．情報提供や周知 
空き家等に関する様々な相談に関する相談体制の整備や情

報提供の仕組みが必要です。 

総人口及び年齢 3 区分別人口構成

比 

 

高齢者世帯の推移 

 

出典：住宅・土地統計調査各年、将来予測は株式会社 野村総合研究所 

 所有者の年齢 

 

出典：所有者意向調査（弘前市）令和 4 年度 

全国の空き家率の推移及び将来予測（※別荘、賃貸、売却住宅を除く） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ３．空き家等対策に関する基本的な方針 

 

  ４．空き家等対策に関する相談及び実施体制 

市民などから寄せられた空き家等に関

する様々な相談に迅速に対応するため、空

き家等に関する相談窓口を建築指導課に

ワンストップ化し、相談・問合せ内容に応

じて、庁内の関係部局、各種関係団体（県、

法務、不動産など）及び地域と連携・協力

して対応します。 

本計画における基本方針は、対策を進める上での課題に基づき、居住段階から除却後の跡地利用に至るまで、

建物の各段階の状態に合わせた適切な対策を講じ、国や県、地域と連携を図りながら空き家等対策に取り組み

ます。 

居 住 

空き家化 

管理不全 

危険な空き家等・特定空家等 

跡地利用 

 

空き家等となる前から、相続の必要性や空き家等となった後の適正管理、利活用、処分などに

ついての問題意識を醸成し、新たな空き家等の発生を予防します。 

基本方針１ 空き家等の発生予防 

 

利用可能な空き家を有効な地域の資源と捉え、市場流通や活用促進を図ることにより、地域の

活性化やまちの魅力向上を目指します。 

基本方針２ 空き家等の利活用促進 

 

空き家等の管理は第一義的には所有者の責務において行われるべきことであることを前提に、

所有者に対する啓発や適正管理を促進し、管理不全な空き家等の解消及び発生の予防を目指しま

す。 

 

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家等に対しては、特措法に基づく措置や

市の条例による緊急安全措置など、法的根拠に基づいた実効性のある対応を図り、安全・安心な

生活環境の保全のため、危険な空き家等の抑制・解消を目指します。 

基本方針３ 適正管理の促進 

基本方針４ 危険な空き家等の抑制・解消及び特定空き家等への措置 

 

除却後の跡地は、更地のままにしておくと草木の繁茂等による新たな問題を生ずるおそれがあ

ることから、除却後の跡地の市場流通や活用促進を図ることにより、良質な土地利用の促進を目

指します。 

基本方針 5 跡地の利活用促進 
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  ５．空き家等に関する具体的な対策 

 

基本方針１ 空き家等の発生予防 

基本方針２ 空き家等の利活用促進 

基本方針３ 適正管理の促進 

基本方針４ 危険な空き家等の抑制・解消及び特定空き家等への措置 

基本方針５ 跡地の利活用促進 

１－１ 積極的な情報発信 

１－２ 空き家等に関する理解を深めるための講座の開催 

１－３ 高齢者を対象とした相続に関する相談体制の強化 

１－４ 空き家等となった段階での早期対応 

２－１ 積極的な情報発信（再掲） 

２－２ 広域連携による空き家・空き地バンクの充実 

２－３ 利活用に対する市の支援制度 

２－４ 関係団体との連携による相談体制の整備 

２－５ 各種コーディネート体制の強化 

２－６ 空き家所有者等情報の外部提供制度 

２－７ 地域における活動拠点としての利活用 

２－８ 新たな利活用の促進 

２－９ 庁内関係課の連携による利活用の促進 

２－10 農地付き空き家の利活用促進 

３－１ 積極的な情報発信（再掲） 

３－２ 所有者への適正管理に関する啓発・情報提供 

３－３ 空き家等に関する理解を深めるための講座の開催（再掲） 

３－４ 空き家に関する適正管理の促進 

３－５ 空き家の草木等に関する適正管理の促進 

３－６ 民間空き家等管理代行サービスの利用促進 

３－７ ふるさと納税を活用した空き家等管理代行サービス 

３－８ 財産管理制度等の活用 

４－１ 危険な空き家に対する助言又は指導 

４－２ 危険な空き家の除却費用に対する支援 

４－３ 危険な空き家に対する緊急安全措置の実施 

４－４ 空き家の樹木等に対する緊急安全措置の実施 

４－５ 特定空き家等に対する特措法に基づく段階的な措置 

５－１ 積極的な情報発信（再掲） 

５－２ 広域連携による空き家・空き地バンクの充実（再掲） 

５－３ 利活用に対する市の支援制度（再掲） 

５－４ 地域における跡地の利活用（町会雪置き場等） 

共通 相談体制の整備 

空き家等に関する総合窓口の設置 

弘前市建設部 建築指導課 

 

〒036-8551  青森県弘前市大字上白銀町 1-1 

TEL.0172-40-0522／FAX.0172-38-5866 

 

[令和 5 年１１月発行] 


